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　町では、下記の助成制度に該当する方が医療機関にかかった場合、医療費（保険適用分）等を助成して
います。ただし、助成を受けるためには、申請が必要です。

〈医療費受給者証の更新〉
　母子家庭等、父子家庭、重度障害者（児）の医療費受給者証の有効期限は、７月 31日（金）です。８月
診療分以降も助成を受けるためには、申請が必要です。対象者には、申請書を送付いたしますので、更
新手続きをしてください。子ども医療費の助成については、更新手続きは不要です。

■受付期間　８月７日（金）まで　午前８時 30分～午後５時 15分（土・日曜日は除く）
　　　　　　※８月６日（木）、７日（金）は午後７時まで受け付けます。

■受付場所　町民税務課または各総合事務所

■提 出 物　医療費受給資格認定申請書、健康保険証、印鑑、通帳、障害者手帳等
　　　　　　※ 本人および家族の方で、平成 27年１月１日現在、南越前町に住所がなかった方は所得証

明書が必要です。

■問 合 せ　町民税務課　☎47－8015

助成制度 対象となる方（家庭）

母子家庭等医療費助成 ・夫と死別または離婚し、20歳に満たない子を養育している家庭
・夫と死別または離婚し、現在、婚姻していない一人暮らしの方（75歳未満）

父子家庭医療費助成 ・妻と死別または離婚し、20歳に満たない子を養育している家庭

重度障害者（児）
医療費助成

・身体障害者手帳の交付を受け、１級～３級の障害を有する方
・療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け１級または２級に該当し、自立支援
医療受給者証の交付を受けた方

子ども医療費助成
・８月診療分から、出生から中学３年生までの全ての子どもの医療費を対象
とするよう拡充します。
※小学１年生から中学３年生までは自己負担があります。

■問合せ  武生年金事務所 ℡ 23－1124
　　　　  町民税務課 ☎ 47－8015
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